第五回障がい者制度改革推進会議　意見提出フォーマット

司法手続き
○司法手続きにおける障害者の位置づけ
障害者の権利条約第13条は「締約国は、障害者がすべての法的手続（捜査段階その他予備的な段階を含む。）において直接及び間接の参加者（証人を含む。）として効果的な役割を果たすことを容易にするため、手続上の配慮及び年齢に適した配慮が提供されること等により、障害者が他の者と平等に司法手続を効果的に利用することを確保する（政府仮訳）。」と規定している。
ところが、日本の司法手続きに関して、関東弁護士会連合会は「わが国の刑事訴訟手続きや民事訴訟手続きをはじめとして、裁判の手続きは、原則として障害者が裁判を受けることを想定していない」と指摘している（同連合会編『障害者の人権』（明石書店、1995年））。
　このような指摘を受けている現行の司法手続きが、障害者に対する「手続上の配慮及び年齢に適した配慮」を提供していると考えるか、否か、まずは概括的なご意見を賜りたい。
十分に提供していない。

障害者個人個人に必要な情報保障や支援はそれぞれ異なるものであり、それらをきちんとくみ取り、保障する法的な体制が必要である。これらがなされていないため、当該障害者について、冤罪等が発生し、拘置所や刑務所等における取り扱いにおいてもさまざまな不利益を被っている。

わずかに、刑事訴訟法49条には、「被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。」とされ、同法176条に「耳のきこえない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳させることができる」との規定はあるが、権利条約第13条上の規定や合理的配慮義務からは司法手続きに関する配慮としての請求権を保障する義務化が必要である。

ちなみに、権利条約13条は国連の条約交渉において日本政府が提案したいわゆる「日本条項」である。交渉過程において、もともとの日本政府の条文案からは多少修正等されているが、多くの政府やNGOから支持され、高く評価された条項である。提案した背景等をかんがみ、日本政府は同条項の履行については各国の模範たるべきである。

○捜査段階における刑事手続き
１　令状主義
　被疑者が逮捕される場合、警察官は権限のある裁判官が作成した逮捕状が存在することを示し、犯罪事実の要旨を告げることになるが、このような令状主義は、障害者に対して有効に機能していると考えるか、否か。問題点があれば、どのような手続き上の配慮が必要かも含めて意見を賜りたい。

有効に機能していないと考える。

令状主義において、捜査令状や逮捕礼状を提示する際の配慮はされていない。単に聴覚障害者や視覚障害者に読み聞かせたり、知的障害のある人にそのまま告知するだけでは、内容を理解し、または確認することはできない。

必要な配慮としては、視覚障害者には点訳の令状を用意することや、とくに知的障害者に対しては、平易な言葉で説明するなどの配慮が必要であり、普段からコミュニケーションのやり方をよく知っている支援者や関係者の支援が必要である。逮捕状の請求に際しては、請求者は当該関係者の障害の有無や必要な支援の内容等を申告するなどの方法が考えられる。
２　弁護人選任権や黙秘権の告知
　被疑者は、弁護人選任権や黙秘権の告知を受けることになるが、このような権利の告知が障害者に対して有効に機能していると考えるか、否か。問題点があれば、どのような手続き上の配慮が必要かも含めて意見を賜りたい。
　有効に機能していない。令状主義の部分と同様である。
３　取り調べ
　被疑者に対する取り調べに際して、障害者に対して適正な取り調べが保障されていると考えるか、否か、調書の作成やその内容の確認方法も含めて問題点があれば、どのような手続き上の配慮が必要かも含めてご意見を賜りたい。
また、取調べの可視化（全面録画）についてどう考えるか、ご意見を賜りたい。

宇都宮事件等、過去の冤罪や現在の受刑者の実態をみれば、障害に対する手続き上の配慮がされていないことは明白である。

手話通訳者の立会や供述調書の点訳が保障されていない状態での取調は、防御権の保障は不可能に近いといえるし、特に、迎合的で誘導されやすい特徴を持つ知的障害のある人の取調においては、弁護人や支援者の立会が不可欠である。そして、その手続保障の担保のために可視化は是非必要である。どのように答えたか、を後からビデオで検証し、そのうえで、供述の任意性・信用性を評価することが必要であり、障害のない人の取り調べについても当てはまる。知的障害者の場合、その必要性が顕著である。

取調べの可視化については、諸外国・地域では、イギリス、オーストラリア、香港、台湾、アメリカ合衆国のイリノイ・ワシントンDC・テキサス等、フランスにおける少年の取り調べ、においてすでに実現している。
○公判段階における刑事手続き
１　自白の任意性
　取り調べにより自白すると書面が作成されるが、その自白に任意性がなければ、証拠として使えないことになる。捜査段階における障害者に対する取り調べ等に関して、任意性を否定すべき場合が存在するか、否か、存在するとした場合、それはどのような場合かについて、ご意見を賜りたい。
存在すると考える。

支援者も含めたコミュニケーション・情報保障が義務付けされていないことをかんがみれば明らかである。例えば、知的障害者の場合、相手の言うことに対して肯定的な態度や言動をとることがあり、そうした障害の特性に配慮がされない場合は任意性を否定すべき場合が存在する。

刑事訴訟法322条による自白調書の証拠能力の肯定を制限する等のなんらかの措置が必要である

２　証人尋問
　被告人や証人が障害者の場合、質問や尋問が適正になされていると考えるか、否か、問題点があれば、どのような手続き上の配慮が必要かも含めて意見を賜りたい。
適正になされていないと思われる。上記「自白の任意性」など取調べの過程に共通する課題である。

聴覚障害者における手話通訳者や筆記者等、コミュニケーションを可能とする支援を義務づけるべきであり、知的障害のある人に質問や尋問をする場合は、全ての関係者は障害特性に配慮すべきである。
３　判決
　判決は宣告により告知されることになるが、判決内容の伝達や判決文の交付が適正になされていると考えるか、否か、問題点があれば、どのような手続き上の配慮が必要かも含めて意見を賜りたい。
適正になされていないと思われる。判決内容について、それぞれの障害の必要性に応じた配慮はほとんどされていないためである。

○受刑者の状態
１　ＩＱ69以下の受刑者
　法務省の矯正統計年報によれば、新受刑者のうち、知能指数69以下の人は22％を占めているとされている。片や、障害者白書では、知的障害者は0.4％とされている。両者の判断基準が同一ではないため単純比較は出来ないが、なぜ、このような状況であるのか、その原因について概括的なご意見を戴きたい。
まず、非常に狭い障害の範囲の問題が関係する。

日本では、障害福祉サービスを受けることができる障害者はほぼ、障害者手帳を持つものに限定されている。日本の手帳制度は非常に厳格な医療的判断によって、その障害の有無や等級等が判断される。知的障害の場合は一義的にはIQで判断され、軽度の知的障害者（ここで問題にされているIQ70前後以上の方々）の場合は福祉サービスの対象外となることが多い。そのため、知的障害者の中で手帳を取らない人が多い。こうして障害福祉の対象にもならず、司法手続きの中で障害に基づく配慮を全くうけられない無防備の状況におかれる人が、生活の手立てや支援のなさとの相互作用の中で、「犯罪者」となってしまう、あるいはされるということが、設問に対する回答となると思われる。

ちなみに権利条約は第1条等で障害を知的も含む機能障害と社会の環境との相互作用によって社会参加が不利になる人も「障害のある人」とする障害の社会モデルを採用しており、早急に条約上の対応策が日本は求められている。
２　刑務所における合理的配慮
　受刑中の障害者の処遇に関して、適正になされていると考えるか、否か、問題点があれば、どのような手続き上の配慮、もしくは合理的配慮が必要かも含めて意見を賜りたい。

権利条約第2条並びには合理的配慮を提供しないことは原則として差別に当たるとし、とくに、第14条「身体の自由及び安全」では、「障害のある人が、･･･自由を奪われた場合には、･･･この条約の趣旨及び原則に従い取り扱われること（合理的配慮を行うことによるものを含む）を確保する」としている。これは、身柄の拘束を受けた障害者が、身柄の拘束を受けた障害のない者と実質的に同等の地位を確保するために求められるものである。ところが、以下の事例等にもみられるように、わが国においては、身柄の拘束を受け、拘禁されている障害者への合理的配慮は保障されていない。

拘禁時の合理的配慮の内容等を決定する法的な手続きが必要である。

【事例】水野国賠訴訟

長年服用していた薬を拘置所が一方的に打ちきったために、被告人が自殺した事件について、遺族が国の責任を追及して提起した訴訟。被告人（当時45歳）は、精神疾患の治療のため長年投薬を受けてきたが、2002年6月26日に八王子拘置支所から東京拘置所に移された際、一方的に投薬を打ち切られたために、不眠、不安な状態になり、メモを看守に渡して、同月30日未明、独房内で雑巾を飲み込み窒息死した。2005年1月31日の東京地裁判決は、①投薬を勝手に中止したこと、②自殺の危険を認識して半タオル等を撤去しながら雑巾を撤去しなかったこと（自殺防止義務違反）、③意識がない被告人を発見しながら気道確保等の救命措置をとらなかったことの拘置所の責任を認めた。国が控訴したが、東京高裁の2006年11月29日判決は、地裁と同様に国の責任を認め、過失相殺をも否定する全面勝訴判決。

○司法関係者に対する研修
　障害者の権利条約第13条は「締約国は、障害者が司法手続を効果的に利用することに役立てるため、司法に係る分野に携わる者（警察官及び刑務官を含む。）に対する適当な研修を促進する。」と規定している。
  しかし、日本では、たとえば、25歳の知的障害のある男性が自転車走行中に蛇行運転したとして、警察官に追跡されたうえ、取り押さえられている最中に死亡した事件につき、佐賀地裁が特別公務員暴行凌虐罪で審判に付する旨の決定を行った。この事件で、遺族は、わずかの会話を通じて知的障害者と分かる社会的弱者に対する格別の配慮もないまま、警察官らのいきすぎた暴行行為があり、その暴行行為が死亡原因となったと主張している（佐賀県弁護士会会長声明参照）。
　このような事件が発生する中で、日本の司法関係者に対する研修が必要であると考えるか、否か、ご意見を賜りたい。

　必須である。権利条約第13条も上記設問の事例を想定し、第２項に研修の規定をわざわざ規定したものである。権利条約の履行上、研修等の制度化は必須である。

○その他、民事訴訟、行政訴訟手続きも含む問題
１　損害額の認定
　障害者の稼働能力が低く認定される結果、逸失利益の認定が低く押さえられることについて、どう考えるか、ご意見を賜りたい。
　

基本的には、実質的に障害に基づく差別となると考える。

２　その他

司法手続きについて、抜本改正される予定の障害者基本法の中にも項目を設けた上で、差別禁止法制度においても諸規定を盛り込む必要がある。
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